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平成２６年１２月知立市教育委員会定例会会議録 

 

１．日  時 平成２６年１２月９日（火） 

午前９時００分から１１時００分 

２．場  所 知立中学校 会議室 

３．出席委員 委  員  長 宇 納 一 公 

委    員 蔭 山 英 順 

委    員 小 池 きよみ 

委    員 竹 内 博 之 

教 育 長 川 合 基 弘 

４．説明職員 教 育 部 長 石 川 典 枝 

教育庶務課長  池 田 立 志 

学校教育課長  伊 藤 武 男 

生涯学習スポーツ課長 佐 藤  豊 

文 化 課 長 鶴 田 常 智 

５．書  記 教育企画係長  藤 田 伸 安 

６．傍 聴 者 ０名  

 

○ 議事日程 

第１ 前回会議録の承認                      

第２ 委員長・委員報告                      

第３ 教育長報告 

第４ 議 案 

 第３３号 知立市教育委員会委員長選挙について 

 第３４号 平成２７年（平成２６年度）知立市成人式について 

  

第５ その他（連絡報告事項） 

 ・ 平成２６年度知立市教育委員会点検・評価結果報告書について 

 ・ 知立市学校管理規則の一部を改正する規則について 

 ・ 文化財保護委員の任命について 

 ・ 各課等行事予定 

第６  自由討議 
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◎開会の辞  

宇 納 委 員 長 定足数に達していますので、只今より知立市教育委員会１２月定例

会を開会します。 

本日は知立南中学校の大規模改造工事の視察を行います。 

では、議事日程にしたがって会議を進めます。 

 なお、議事日程第６の自由討議は個人情報関連の可能性があります

ので非公開としたいと思いここで採決をとります。 

各  委  員 賛成 

宇 納 委 員 長 委員の２／３以上の多数決により議決されましたので地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の第１３条６項により議事日程第６の

自由討議より非公開とします。 

◎日程第１ 前回会議録の承認 

宇 納 委 員 長 前回会議録の承認について議題とします。ご意見等ありませんか。 

各  委  員 特になし 

宇 納 委 員 長 意見がないようですので、１１月定例会会議録について承認でよろ

しいですか。よろしければ、ホームページに掲載していきます。 

各  委  員 承認 

◎日程第２ 委員長報告 

宇 納 委 員 長 前回の定例教育委員会から本日までの委員長としての活動は、次の 

とおりです。 

１１月３０日 知立市小中学校作品展 

１１月３０日 ちりゅうこどもフェスティバル 

宇 納 委 員 長 委員の皆様も活動をしていますので、意見、報告をお願いします。 

各  委  員 （各委員報告） 

宇 納 委 員 長 委員長報告は以上です。 

◎日程第３ 教育長報告 

宇 納 委 員 長 日程第３ 教育長報告を議題とします。 

川 合 教 育 長 ３点報告をします。 

 １．行事・会議等 

１１月２３日 親子川柳優秀作品表彰式 

１１月２９日 総合防災訓練 

１１月２９日 ふれあい町の科学館 

１１月２９日・３０日 知立市小中学校作品展 

１１月２９日・３０日 ちりゅうこどもフェスティバル 

１２月 ６日 第９回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

１２月 ８日 荒新切遺跡保存用地整備委員会 
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 ２．事件事故について（１１／２０～１２／８） 

 交通事故報告  ０件 

 学校被害報告  ０件 

 不審者情報   １件 

３．１２月校長会指示事項 

・全国学力・学習状況調査について 

・冬休みについて 

・人事について 

・人材育成について 

・不登校について 

宇 納 委 員 長 報告について意見質問等ありますか。 

蔭 山 委 員 スクールカウンセラー、心の指導員、むすびあい教室との連携シス

テムについてです。各学校で不登校いじめ未然防止対策会議などを

開催し課題について検討されているようですが、連携について検討

されていないように感じます。現状は、学級担任が中心となり不登

校の問題に対処しているようですが、教員としてどう対応するか、

また、外部に依頼している方や、むすびあい教室ではどうように連

携するかなどを確立したシステムとすることが必要だと思います。

連携についてシステム化されるように検討をお願いします。 

川 合 教 育 長 検討します。 

蔭 山 委 員 チャレンジキャンプについてですが、参加者が尐ない状況になって

います。参加者が増え、事業をより有効なものとするのであれば、

広い視野で子どもを支援するという部分について、知立市全体とし

て捉えいくことをもう尐し検討していただけたらと思います。 

川 合 教 育 長 検討します。 

宇 納 委 員 長 大学の学生もコミュニケーション能力が落ちてきていると感じてお

り、特に組織の中での一員としての意識というものが弱くなってき

ているように思います。新卒で赴任してきた教員についても、子ど

もと同様に、学校でしっかりと対応していただきたいと思います。 

川 合 教 育 長 若い教員には、学年主任や先輩の教員が付いて対応している部分も

あるが、いつも付いて対応していると若い教員の対応能力が付かな

うという面もあります。指導する中で、若い教員が失敗しても見守

りながら任せてみて乗り越える能力を養うことの必要性と、問題が

大きくならないように初期段階での対応が必要な部分があります。 

蔭 山 委 員 若い教員を指導する側の教員に対して、指導の研修を検討されると

良いかと思います。経験のある教員は、過去の経験から指導する場

面もあると思いますが、現状が変化している部分については、現状

にあった指導も必要だと思います。 
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宇 納 委 員 長 他に意見・質問はありますか。 

  （意見・質問なし） 

宇 納 委 員 長 以上、教育長報告を終わります。 

◎日程第４ 議案 

宇 納 委 員 長 日程第４ 第３３号 知立市教育委員会委員長選挙について議題と

します。事務局より説明を求めます。 

教 育 部 長 宇納委員長の委員長任期が、１２月１９日をもって任期満了となり

ます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項及

び第２項の規定によりまして、『教育委員会は委員のうちから、委員

長を選挙し委員長の任期は、一年とする。ただし、再選されること

ができる。』と定めておりますので、委員長の選挙をお願いいたしま

す。 

川 合 教 育 長 教育委員長の任期ですが、本来であれば、平成２７年１２月１９日

までとなりますが、地方教育行政法の改正により、最大で９月３０

日となります。また、平成２７年４月１日の改正にあわせて、私の

任期を平成２７年３月３１日までとさせていただきますと、教育委

員長の任期も同様に平成２７年３月３１日までとなります。職務代

理者の任期についても委員長と同様になります。 

宇 納 委 員 長 これより知立市教育委員会委員長の選挙を行います。 

選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定に準拠し

て指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

蔭 山 委 員 私は長く教育委員を務めさせていただき委員長経験もさせていただ

いていますので、委員長を若い委員の方にという考えもあります。 

委員長職は多忙であり、現状の１年交代で行うことについては賛成

です。 

川 合 教 育 長 先ほど説明させていただきましたが、今回制度が変わり、委員長の

任期は最大で９月３０日となりますが、私が３月３１日で退職する

場合は、平成２７年３月３１日までの任期となります。 

竹 内 委 員 経験豊かである蔭山委員を推薦します。 

宇 納 委 員 長 ほかに提案がないようですので、委員の皆様にお諮りいたします。

推薦のありました蔭山委員が委員長へ就任していただくことに賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

各 委 員  （全委員の挙手により賛成） 

宇 納 委 員 長 蔭山委員を委員長に決定してよろしいですか。 

各 委 員  （異議なし） 

教 育 部 長 続きまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第

４項の規定に基づく知立市教育委員会「委員長職務代理者」の指定 
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をお願いします。 

川 合 教 育 長 竹内委員を、委員長職務代理者に推薦します。 

宇 納 委 員 長 では、委員の皆様にお諮りいたします。推薦のありました竹内委員

が委員長職務代理者へ就任していただくことに賛成でしょうか。 

各 委 員  （異議なし） 

宇 納 委 員 長 ご異議がないようですので、竹内委員を委員長職務代理者に決定し

ます。 

蔭 山 委 員 委員長は教育委員の仕事の分担ということで大切な役割だと思いま

す。新制度への切り替わりに対しお手伝いできればと思います。 

宇 納 委 員 長 日程第４ 第３４号 平成２７年（平成２６年度）知立市成人式につ

いて議題とします。事務局より説明を求めます。 

生涯学習スポーツ課長 平成２７年（平成２６年度）知立市成人式については、昨年、日程

について協議していただきました。本日、議案第３４号として提出

しましたが、報告事項となりますので議案としては取り下げさせて

いただき、日程第５のその他（連絡報告事項）とさせていただきた

いと思います。 

宇 納 委 員 長 議案第３４号について、その他（連絡報告事項）にしたいという説

明がありましたので、議案ではなく、その他（連絡報告事項）とし

てよろしいですか。 

各 委 員  （異議なし） 

宇 納 委 員 長 以上で日程第４ 議案は終了しましたので、引き続き、日程第５のそ

の他（連絡報告事項）に入ります。 

◎日程第５ その他（連絡報告事項） 

宇 納 委 員 長 はじめに平成２７年（平成２６年度）知立市成人式について説明を

お願いします。 

生涯学習スポーツ課長 平成２７年（平成２６年度）知立市成人式について説明 

蔭 山 委 員 成人式への対応についてお願いがあります。成人式には、基本的に

出身中学校単位で出席していると思います。知立市内中学校出身で

ない成人に対しても知立市出身の成人と同じように成人式を楽しめ

るような対応を考えていただきたいと思います。 

例えば、知立市出身者は集合写真の撮影がありますが、知立市内中

学校出身でない成人の集合写真も対応していただければと思いま

す。 

宇 納 委 員 長 蔭山委員から成人式に対し意見がありましたが、一度検討をしてい

ただきたいと思います。 

教 育 部 長 集合写真を出身中学校単位で撮影していますので、知立市内中学校

出身でない成人の方についても検討させていただいます。 
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生涯学習スポーツ課長 現在は席も対応できていませんので、配席も含めて検討させていた

だきます。 

宇 納 委 員 長 集合写真を撮影する時に、最初に知立市内中学校出身でない成人を

行うと、知立市として参加される方への配慮がされていると感じて

いただけると思います。 

生涯学習スポーツ課長 次年度の成人式実行委員会の最初の会議では、今年度の成人式実行

委員が先輩としてアドバイスを行う機会があります。そのような時

に検討していただくことも可能であると思います。 

宇 納 委 員 長 今回の成人式で実状を確認していただいて、実行委員会で検討して

いただければと思います。 

蔭 山 委 員 知立市内中学校出身でない成人は、どの位の人数がいますか。 

学校教育課長 対象となる方は、１０数人位になると思います。 

竹 内 委 員 対象者は、住民票から把握されているのですか。 

生涯学習スポーツ課長 そのとおりです。 

知立市内中学校出身でない成人への対応について検討します。 

宇 納 委 員 長 他に質問等はありませんか。 

  （発言なし） 

宇 納 委 員 長 続きまして、平成２６年度知立市教育委員会点検・評価結果報告書

について説明をお願いします。 

教育庶務課長 平成２６年度知立市教育委員会点検・評価結果報告書について説明。 

宇 納 委 員 長 報告については資料を見てから行えばよいですか。 

教育庶務課長 市議会、市民への報告を行いますので、申し訳ありませんがご意見

がある場合は取り急ぎ報告をお願いします。 

宇 納 委 員 長 文化団体への支援事業については、一次の評価が「Ａ」ですが、二

次評価では「Ｃ」となっていますがこれはどういうことですか。 

文 化 課 長 一次評価は係長クラス、二次評価は担当課長が行っています。この

評価については、担当課長として、団体支援に対する方法に対し検

討する余地があるということで、「Ｃ」評価としました。 

宇 納 委 員 長 外部評価はしないのですか。 

教育庶務課長 ２９事業に対し学識経験者による外部評価を行いました。冊子１７

ページ以降に外部評価員の意見を掲載しています。 

川 合 教 育 長 教育委員会の活動すべての評価はできませんが、主要な事業を担当

係長・課長が評価を行い、外部評価後に１２月中に議会へ報告する

予定です。各教育委員よりいただいた意見については、時間的に盛

り込むことが可能であれば、今回の報告書に反映させていただき、

できない部分については、次年度に反映させていければと考えてい

ます。 

宇 納 委 員 長 また、意見等がありましたら、事務局まで報告してください。 
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蔭 山 委 員 外部評価委員により多面的に評価を行うことを考えますと、人数が

３人では尐ないように思います。また、知立市に詳しい委員が評価

を行わなければ、評価自体が個人的な意見になることもあります。

委託費用は掛かるかもしれませんが、学校教育、生涯教育などの専

門家の方を外部評価委員の中に入れて、より多くの委員に評価して

いただくことも必要だと思いますので検討をお願いします。 

教育庶務課長 検討します。 

教 育 部 長 今後は、市民や市議会へ教育委員会点検・評価結果報告書を公表し

ご意見をいただくことになります。そして、いただいたご意見を参

考にして各種事業の再検討を行う予定です。 

宇 納 委 員 長 最近では、パブリックコメントを行い、その後、意見の集約だけで

終わることが多いと思いますが、本来は、いただいた意見をもとに

検討することが必要だと思います。 

竹 内 委 員 二次評価で「Ｄ」評価がついた場合、事業の廃止を検討することに

繋がることもあると思いますが、「Ｄ」評価という評価の有効性は

どのようなものですか。 

川 合 教 育 長 「Ｄ」評価については、事業そのものを否定するということではな

く、事業の目的が十分に果たされていないという評価であり、事業

に対し、工夫・やり方を検討しなければいけないということです。 

教育庶務課長 教育委員会点検・評価は、外部評価後の結果を、一次評価者や二次

評価者にフィードバックし、事業の課題や改善点を認識するという

サイクルを繰り返し、事業をより有効なものにできればと考えてい

ます。 

竹 内 委 員 点検・評価のサイクルを行い、良い方向に向かっていけば効果が出

ると思います。フィードバック後に担当課から報告書、改善案など

を出すということもひとつの案だと思います。 

蔭 山 委 員 他で外部評価を引き受けたことがありますが、事業の中止、廃止の

提案を行う時は慎重に行います。改善に余地がある「Ｄ」評価であ

ればよいですが、やはり「Ｄ」評価というのは、改善されなければ

事業を中止、廃止した方がよいということだと思います。担当課の

改善を含めた「Ｄ」評価を付けても、外から見れば、中止、廃止を

考えた「Ｄ」評価として受け取られることもあります。評価に対す

る考え方の統一化に対し尐し心配しています。 

川 合 教 育 長 今まで客観的に事業を見直すことがなく、昨年度、試験的に点検・

評価を行い、今年度が初めての運用となります。評価の仕方につい

ても、なんらかの問題もあると思いますが、一度点検・評価を行い、

見直しを行うということで実施しています。 

宇 納 委 員 長 私は生涯学習関係で係わっている団体がありますが、市民との繋が 
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 りや関わりが深いと感じました。知立市は生涯学習都市宣言をして

いますが、この点検・評価を見ますと、生涯学習事業に対しても予

算を削減する方向に進んでいるように感じます。充実させることも

検討するのであれば、予算を増額することも検討しないといけない

ように思います。次に点検・評価を行う時には、事業により関係団

体との繋がりを充実させることも検討の材料としていただければと

思います。 

宇 納 委 員 長 他に質問等はありませんか。 

  （発言なし） 

宇 納 委 員 長 続きまして、知立市学校管理規則の一部を改正する規則について説

明をお願いします。 

学校教育課長 知立市学校管理規則の一部を改正する規則について説明。 

宇 納 委 員 長 質問等はありませんか。 

蔭 山 委 員 総括事務長は、どこかの学校に所属するのですか。所属する場合は、

その学校には総括事務長と事務職員が２人所属することになります

か。 

学校教育課長 総括事務長は、学校に所属します。総括事務長と事務職員は兼任に

なります。 

蔭 山 委 員 資料の別表は新しく追加したのですか。 

今までは大まかな職務が掲載されていたものを、今回、職務を細か

くしたということでよいですか。 

学校教育課長 今回、別表を新しく追加しました。 

職務については今回詳細に掲載しました。 

蔭 山 委 員 事務職員の職務の掲載が備考の部分に掲載することで良いのです

か。 

学校教育課長 事務職員について平成２７年度より運用したいと考えて改正しまし

た。他市、愛知県のものを参考にしました。 

川 合 教 育 長 今まで学校ごとで職務に違いがあったものを統一させたいという事

務職員の声もあり、学校の意見も聞きながら改正をしました。 

蔭 山 委 員 職務を備考レベルの掲載でよいかということですが、訴訟などにな

る場合に、備考の掲載ではなく本文に掲載にしておくべきではない

と気になっていました。備考に掲載し、柔軟性を持って対応したい

というのであれば問題ないと思います。 

川 合 教 育 長 担当課で検討し、例規審査会で法律的に検討していただいています。 

蔭 山 委 員 実用に応じて運用できるように確認を取っていただいたほうがよい

と思います。備考レベルでもよいと思いますが、一度確認をお願い

します。 

学校教育課長 確認します。 
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宇 納 委 員 長 資料１１ページに管財、物品に関することとありますが、これらは

校長、教頭、校務などが管理するものだと思いますが、環境整備と

いう観点からどのように考えていますか。例えば、昔は樹木も備品

と捉えられ、勝手に伐採はできませんでした。校舎、校庭などの学

校環境には事務職員は、どの程度関わりがありますか。 

川 合 教 育 長 最終的な管理は学校長になります。事務的なところを事務職員が管

理しています。樹木の伐採などは、校務主任が行ったり、業者委託

をしています。事務職員の判断で樹木を伐採することはありません。 

宇 納 委 員 長 前回の委員会で話題になりましたペットのフン尿などの処理は、事

務職員が管轄しなければいけないのですか。 

教 育 部 長 学校施設では、校務主任、用務員の業務もあります。 

学校教育課長 原則として現金や予算に関わることを事務職員が担当しています。 

宇 納 委 員 長 他に質問等はありませんか。 

  （発言なし） 

宇 納 委 員 長 続きまして、文化財保護委員の任命について説明をお願いします。 

文 化 課 長 文化財保護委員の任命について説明 

宇 納 委 員 長 質問等はありませんか。 

蔭 山 委 員 古文書に詳しいと説明がありましたが、任命される委員は、どのよ

うなキャリアをお持ちでしょうか。 

文 化 課 長 一宮市尾西歴史民俗資料館で古文書の講師を月２回行っています。

他市などでも執筆しているとのことです。 

蔭 山 委 員 近代の古文書を読める人は限られていますので、職種をお聞きしま

した。規定には深い学識経験と記載されていますので、どのような

学識経験をお持ちかということを確認した方がよいかと思います。 

文 化 課 長 職種については把握していませんので、一度確認します。 

宇 納 委 員 長 他に質問等はありませんか。 

  （発言なし） 

宇 納 委 員 長 最後に、各課行事予定の報告をお願いします。 

４ 課 長 行事予定について資料第６号により説明 

宇 納 委 員 長 質問等はありますか。 

 （発言なし） 

宇 納 委 員 長 予定されていました案件については、すべて終了しました。 

その他に報告はありますか。 

  （発言なし） 

◎日程第６ 自由討議 

宇 納 委 員 長 それでは１２月定例教育委員会を閉じさせていただきます。 
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